
宿毛商工会議所 

「令和 6年能登半島地震」義援金募集 趣意書 

 

会員 各位 

 

令和 6年 1月 16日 

宿毛商工会議所 会頭 立田 雅弘 

（公 印 省 略） 

 

 2024（令和 6）年 1月 1日に発生した「令和 6年能登半島地震」により、被災された皆様に 

心よりお見舞い申し上げます。 

 石川県、新潟県、富山県、福井県の 4県を中心に家屋倒壊などの被害が発生し、人的被害、住 

家被害が生じ、災害救助法が適用されました。 

 今後被災地では、被災家屋の片付け、修理、被災された方々の心身のケアなど長期的な支援が 

必要となります。 

 この度、宿毛商工会議所では、被災地支援の一助として、会員の皆様へ義援金の募集を広く呼 

び掛けることといたしました。 

 金額は 1口 1万円にて、希望口数といたします。 

趣旨へのご理解、ご支援くださいますようお願い申し上げます。 

 なお、ご支援いただきました義援金は、日本商工会議所を通して、被災地商工会議所の再建等 

のため使用させていただきます。 

細部につきましては、下記のとおりといたします。 

 

記 

 

1 義援金の寄贈先 

被災した商工会議所並びに商工会議所連合会に寄贈いたします。被災地域のブロック商工 

会議所連合会及び商工会議所連合会にて被災状況等を勘案し、具体的な配分等は決定するこ 

とといたします。 

2  被災地域の復旧の遅れは、当該商工会議所地区の経済復興に悪影響を及ぼします。本義援 

金は、寄贈先の被災商工会議所において、主に以下の目的のため活用させていただきます。 

（1） 被災事業者の事業再開 

（2） 被災商工会議所の再建 

（3） 観光回復等に係る事業 

3 募金方法 

 宿毛商工会議所窓口へご持参いただくか、別紙記載の専用口座へお振込みください。 

また、ご協力いただける場合は、別紙「令和 6年能登半島地震」義援金申込書に記入し、 

宿毛商工会議所まで持参・郵送・FAXのいずれかの方法でお申し出ください。 

4 受付期間 

 令和 6年 2月 20日（火）17：00まで 

5 問い合わせ先 

 宿毛商工会議所（宿毛市宿毛 1748番地 3） 

 電話（0880）63-3123 FAX（0880）63-4436  担当 冨岡・井垣 


